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内
閣
官
房
専
門
調
査
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
七
十
四
回
国
会
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
自
由
民
主
党
資
料
要
求
（
「
平
成
二
十
一
年
以
降
、
政
府
職
員
と
し

て
採
用
さ
れ
た
民
主
党
職
員
の
政
府
内
役
職
、
待
遇
を
職
員
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
」
）
に
対
し
、
政
府
よ
り
、
非
常
勤
の
内
閣

官
房
専
門
調
査
員
（
無
給
）
と
し
て
二
十
五
名
を
採
用
し
て
い
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

民
主
党
、
社
会
民
主
党
、
国
民
新
党
よ
り
出
向
し
て
い
る
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
に
つ
い
て
、
各
職
員
の
氏
名
、
性
別
、

年
齢
、
担
当
府
省
庁
（
首
相
官
邸
を
含
む
）
、
政
党
歴
（
現
在
の
所
属
政
党
及
び
過
去
に
党
籍
を
置
い
た
政
党
、
そ
れ
ぞ
れ

の
政
党
の
在
籍
年
数
）
、
選
任
理
由
を
明
示
さ
れ
た
い
。

二

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
職
掌
を
明
示
さ
れ
た
い
。
内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
職
掌
を
規
定
す
る
法
令
の
条
文
を
明
示
さ

れ
た
い
。

三

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
は
一
般
職
と
特
別
職
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
。
一
般
職
に
属
す
る
場
合
、
国
家
公
務
員
法
の
規
定

は
全
て
適
用
さ
れ
る
か
。
適
用
さ
れ
な
い
規
定
が
あ
る
場
合
は
そ
の
条
文
を
挙
げ
、
適
用
外
と
す
る
法
令
上
の
根
拠
を
明
示

さ
れ
た
い
。

一



四

人
事
院
規
則
一
四－

七
（
政
治
的
行
為
）
に
お
け
る
「
諮
問
的
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

五

内
閣
官
房
専
門
調
査
員
の
職
務
に
つ
い
て

�

政
務
三
役
会
議
へ
の
出
席
は
可
能
か
。
ま
た
、
実
際
に
出
席
し
て
い
る
か
。

�

大
臣
レ
ク
へ
の
同
席
は
可
能
か
。
ま
た
、
実
際
に
同
席
し
て
い
る
か
。

�

政
党
が
開
催
す
る
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
ま
た
、
実
際
に
出
席
し
て
い
る
か
。

�

大
臣
秘
書
官
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
ま
た
、
代
行
さ
れ
た
事
例
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

公
務
と
し
て
出
張
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
可
能
な
場
合
、
旅
費
は
支
払
わ
れ
る
の
か
。
支
払
わ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の

出
張
先
、
出
張
目
的
、
旅
費
を
各
職
員
に
つ
い
て
全
て
明
示
さ
れ
た
い
。

六

右
五
で
可
能
と
さ
れ
る
職
務
に
つ
い
て
、
人
事
院
規
則
一
四－

七
（
政
治
的
行
為
）
に
お
け
る
「
諮
問
的
」
な
活
動
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
職
務
ご
と
に
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


